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香川県後期高齢者医療広域連合 
 



１ 財政の動向及び財政方針  
本広域連合は、平成２０年４月から施行された後期高齢者医療制度の保険者として、 

広域計画に基づき、計画的な事務事業の推進を図ることを基本とし、また、広域連合を

組織する県下各市町や関係機関との連携を密にしながら、制度の円滑な運営を行ってい

ます。 
このような中、本広域連合では、「日本再興戦略（平成２５年６月１４日閣議決定）」

等を踏まえ、平成２６年３月３１日に厚生労働省が告示した「高齢者の医療の確保に関

する法律に基づく保健事業の実施等に関する指針」により、現在、保健事業実施計画（デ

ータヘルス計画）を策定しています。今後は、同計画に基づき、被保険者の生活習慣病

等の発症・重症化予防や心身機能の低下防止のための事業等を実施するとともに、より

一層の医療費適正化を行うなど、健全な財政運営を行わなければなりません。 
 平成２６年度一般会計については、重複・頻回受診者訪問指導や後発医薬品差額通知

等を実施することで、医療費適正化を行っております。また、特別会計についても、被

保険者数の増加等による医療費の上昇傾向が続くことから、引き続き、医療費適正化事

業に取り組むなど、健全な財政運営に努めます。 
 
２ 一般会計歳入歳出予算の執行の概況 
（平成２６年度歳入予算の収入状況）（平成２６年１２月３１日現在）   （単位：千円） 

款  別 予 算 現 額 収 入 済 額 予算に対する収入率（％） 
分担金及び負担金 453,441 340,062 75.0 

国 庫 支 出 金 877,190 819,854 93.5 

財 産 収 入 10   

繰 入 金 86,430   

繰 越 金 1,000 33,280 3,328.0 

諸 収 入 780 2 0.3 

合  計 1,418,851 1,193,198 84.1 

 
（平成２６年度歳出予算の執行状況）（平成２６年１２月３１日現在）   （単位：千円） 

款  別 予 算 現 額 支 出 済 額 予算に対する執行率（％） 
議 会 費 1,457 285 19.6 

総 務 費 446,779 191,472 42.9 

民 生 費 970,115 820,274 84.6 

予 備 費 500   

合  計 1,418,851 1,012,031 71.3 
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３ 後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出予算の執行の概況 

（平成２６年度歳入予算の収入状況）（平成２６年１２月３１日現在）   （単位：千円） 

款  別 予 算 現 額 収 入 済 額 予算に対する収入率（％） 

市 町 支 出 金 22,336,837 13,981,625 62.6 

国 庫 支 出 金 46,190,606 38,356,580 83.0 

県 支 出 金 11,350,958 9,708,211 85.5 

支 払 基 金 交 付 金 56,302,930 35,779,849 63.5 

特 別 高 額 医 療 費 

共 同 事 業 交 付 金 
18,000 11,860 65.9 

県 財 政 安 定 化 

基 金 借 入 金 
1   

財 産 収 入 1,808 314 17.4 

繰 入 金 870,697 577,722 66.4 

繰 越 金 200,000 1,055,054 527.5 

諸 収 入 220,005 415,860 189.0 

合  計 137,491,842 99,887,075 72.6 

 
（平成２６年度歳出予算の執行状況）（平成２６年１２月３１日現在）   （単位：千円） 

款  別 予 算 現 額 支 出 済 額 予算に対する執行率（％） 
保 険 給 付 費 136,853,721 85,659,071 62.6 

県 財 政 安 定 化 
基 金 拠 出 金 

60,273 57,463 95.3 

特 別 高 額 医 療 費 
共 同 事 業 拠 出 金 

22,100 11,175 50.6 

保 健 事 業 費 457,786   

基 金 積 立 金 1,808 314 17.4 

諸 支 出 金 91,154   

予 備 費 5,000   

合  計 137,491,842 85,728,023 62.4 

 
 
 
 
 
 
 

 2 



４ 住民の負担の概況 
（１）平成２５年度 （平成２５年１２月賦課時） 

１人当たり保険料額 60,600 円 

（２）平成２６年度 （平成２６年１２月賦課時） 

１人当たり保険料額 60,596 円 

 

５ 財産及び一時借入金の現在高（平成２６年１２月３１日現在） 
（１）物 品 

区   分 前期末現在 今期中増減 今期末現在 
自動車 １台  １台 
広域連合電算処理システム 
ＡＰ・ＤＢサーバー機器 

１式  １式 

                         （取得価格 1件 100万円以上の物品） 

（２）基 金 
区   分 前期末現在 今期中増減 今期末現在 

後期高齢者医療制度臨時 
特例基金 

1,036,771,084 円 △577,721,925円 459,049,159円 

後期高齢者医療事業財政 
調整基金 

5,644,079,874 円 313,600 円 5,644,393,474円 

 
（３）債 権 

区   分 前期末現在 今期中増減 今期末現在 

負担割合変更返納金 1,728,110円 △747,000円 981,110 円 

高額療養費返納金 298,727 円  298,727 円 

計 2,026,837円 △747,000円 1,279,837円 

 
（４）一時借入金 
   なし。 
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